
＊令和 5年 5月 8日より＊ 

新型コロナの検査を行うと、 

保険による自己負担が発生します。 
新型コロナの検査は今までは国による全額公費負担でしたが、5 類移行により、
通常の医療保険での算定となります。 
 
例）新型コロナ抗原検査 300点 

        （判断料）  144点 

新型コロナ PCR検査  700点 

       （判断料）   150点 

院内トリアージ実施料  300点 

鼻咽頭ぬぐい液      25点 

          合計 1,619点 

※1割負担の方は、約 1,620円です 

 
難病公費をお持ちの方も保険による自己負担が発生します。 
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